
ご 契 約に な る 内容を 十分にご 理解い た だ い た 上で 、

お 申し 込みく だ さ い 。

本書面に 記載のな い 事項に つ い て は、低圧特別約款

（ 基本契約要綱）およ び低圧特別約款（ 料金表）により ま

す。低圧特別約款（ 基本契約要綱）およ び低圧特別約款

（ 料金表）は右記より ご 確認いただ けます。

必ずご確認く ださ い！本 書 面を

ご契約前に

h ttp s://w w w .riku d en .co .jp /

yakkan /sen taku 150501 .h tm l

ご契約にあたっての注意事項

北陸電力　 低圧特別約款

アク セス はこ ちら から

その他費用のご負担について

「 各種手数料」に

関する 内容について

「 ご契約の廃止・ 変更に

とも なう 料金等の精算」

に関する内容について

電気料金 = + ± +

基本料金

または

基本使用料金等

電力量料金 燃料費調整額

ご使用量（ kW h）×

　 　 電力量料金単価

ご使用量（ kW h）×

　 　 燃料費調整単価

再生可能エネルギー

発電促進賦課金

ご使用量（ kW h）×

　 再生可能エネルギー発電

　 促進賦課金単価

電気料金の計算方法

※燃料費調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は当社ホームページでご確認く ださ い。

※節電と く と く 電灯・ 節電と く と く プラ ン・ ecoシフ ト 割引特約の場合、基本料金、電力量料金および燃料費調整額の合計から 、節電電力量または
割引対象電力量に応じ て電気料金を割引し ます。

電気料金メ ニュ ーごと の電気料金単価は　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 をご確認く ださ い。電気料金メ ニュ ーのご案内A

燃料費調整単価の算定方法

● 原油・ LNG（ 液化天然ガス）・ 石炭それぞれの3か月の貿易統計にもと づき、平均燃料価格を算定し ます。
● 算定し た平均燃料価格と 燃料費調整の基準と なる基準燃料価格（ 79,800円/kl）と の差額および平均燃料価格が1,000円変動し た

場合の基準単価（ 16銭5厘/kW h）にもと づき、以下の算式で燃料単価を算定し ます。

平均燃料価格が79, 800円/k lを

上回る 場合（ プラ ス調整）

平均燃料価格が79, 800円/k lを

下回る 場合（ マイ ナス調整）

燃料費調整単価（ 円/kWh） ＝（ 平均燃料価格  ー  79,800円）     ×
16銭5厘

,����

燃料費調整単価（ 円/kWh） ＝（ 79,800円  ー  平均燃料価格）     ×
16銭5厘

,����
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本書面に記載の全ての電気料金メ ニュ ーは、燃料費調整単価に上限があり ません。

燃料価格が著し く 高騰し た場合、燃料費調整単価に上限のある従量電灯 B や低圧電力等の規制

料金メ ニュ ーと 比較し 、燃料費調整額が高く なるこ と があり ます。

それぞれの項目の詳細は  の該当の番号をご覧く ださ い。ご契約に関する重要事項B

��

�� ��

��

「 工事費等の負担金」に

関する内容について

「  期中解約金

　  　 　 　 　 　  　」に

関する内容について

（ 　 　 　 　 　 　    ）使っておとく ライト に
ご加入の方のみ対象

https://www.rikuden.co.jp/


低圧特別約款 電気料金メ ニュ ーのご案内A

料金の区分 単位 料金単価

使っておとく ラ イト

基本使用料金
3kVA まで 1契約 4,325.50

3kVAをこえる1kVAにつき 1kVA 302.50

電力量料金 120kW hをこえる 1kW h 35.75

料金の区分 単位 料金単価

料金の区分 単位 料金単価

料金の区分 単位 料金単価

従量電灯ネクスト

1契約

1契約

302.50

302.50

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

453.75

電力量料金

605.00

907.50

1,210.00

1,512.50

1,815.00

30.82

34.71

36.42

302.50

1契約

基本料金

15アンペア

20アンペア

30アンペア

40アンペア

50アンペア

60アンペア

最初の120kW hまで

120kW hをこえ300kW hまで

300kW hをこえる

315.39

電力量料金（ 8kW hをこえる） 30.82

【 契約電流が5アンペアの場合】

【 契約電流が10アンペア以上60アンペア以下の場合】

【 契約容量が6kVA 以上の場合】

最低料金（ 最初の8kW h まで） 

1kW h 

1kW h 

10アンペア

最低月額料金

〃

〃

電力量料金

30.82

34.71

36.42

基本料金

最初の120kW hまで

120kW hをこえ300kW hまで

300kW hをこえる

1kW h 

1kVA

料金の区分 単位 料金単価

需要抑制割引型電灯（ 節電とく とく 電灯）

302.50

〃

〃

電力量料金

節電割引額

30.82

34.71

36.42

132.00

基本料金

最初の120kW hまで

120kW hをこえ300kW hまで

300kW hをこえる

1kW h 

1kW h 

※ほく リ ンク会員限定

10アンペアまたは1kVAにつき 1契約

節電電力量1kW hにつき

料金の区分 単位 料金単価

・  【 平　 　 日】昼間時間 ：  8 ～20時　 　 夜間時間： 20 ～ 8時

・  【 土日祝日】ウィ ーク エンド 時間 ：  8 ～ 20時　 　 夜間時間 ：  20 ～ 8時

　 なお，土日祝日は，当社の定める低圧特別約款により ます。

・  夏季 ：  7/1 ～ 9/30　 　 その他季 ：  10/1 ～ 6/30

基本料金
10kVAまで 1契約 2,255.00

10kVAをこえる1kVAにつき 1kVA 302.50

電力量料金

需要抑制割引特約（ 節電とく とく プラン）

節電割引額

昼間時間（ 夏季料金） 1kW h 39.87

昼間時間（ その他季料金） 39.87

ウィ ークエンド 時間 33.80

夜間時間 26.98

※ほく リ ンク会員限定

198.001kW h 節電電力量1kW hにつき

季節別時間帯別電灯［ 夜間12時間型］(く つろぎナイト 12）／

需要抑制割引特約（ 節電とく とく プラン）　

〃

〃

〃

料金の区分 単位 料金単価

高負荷率電灯

基本料金
10kVAまで 1契約 17,545.00

10kVAをこえる1kVAにつき 1kVA 1,710.50

電力量料金
夏季料金 1kW h 30.80

その他季料金 〃 30.80

料金の区分 単位 料金単価

低圧季節別時間帯別電力

基本料金
10kWまで 1契約 14,685.00

10kWをこえる1kW につき 1kW 1,468.50

電力量料金
ピーク時間 1kW h 23.97

その他時間 〃 23.97

・ ピーク 時間 ：  夏季（ 7/1 ～ 9/30）の13 ～ 16時

・ その他時間 ：  ピーク 時間以外の時間

料金の区分 単位 料金単価

低圧電力ネクスト

基本料金 1kW 1,226.50

26.08
電力量料金

25.02

・ 夏季 ：  7/1 ～ 9/30　 　 その他季 ：  10/1 ～ 6/30

夏季料金

その他季料金

1kW h 

〃

・ 夏季 ：  7/1 ～ 9/30　 　 その他季 ：  10/1 ～ 6/30

料金の区分 単位 料金単価

低圧電力Ⅱ

基本料金 1kW 1,050.50

32.21
電力量料金

32.21

・ 夏季 ：  7/1 ～ 9/30　 　 その他季 ：  10/1 ～ 6/30

夏季料金

その他季料金

1kW h 

〃

料金の区分 単位 料金単価

ホワイト プラン電力（ 24時間通電型）

基本料金

基本料金

最初の3月まで1月につき 1kW 2,128.50

3月をこえる1月につき 〃 665.50

3月をこえる1月につき 〃 577.50

電力量料金

電力量料金

1kW h 26.61

1kW h 40.84

最初の3月まで1月につき 1,259.50

Ⅲ

Ⅳ

1kW

※電気料金単価（ 消費税等相当額を 含む）を円単位で記載し ており ます。

ecoシフト チェンジ ※デマンド レスポンスサービス加入者限定

ecoシフト 割引特約※ecoシフ ト チェ ンジ加入者・ ほく リ ンク 会員限定

料金の区分 単位 料金単価

基本料金
10kVAまで 1契約 2,255.00

10kVAをこえる1kVAにつき 1kVA 302.50

電力量料金

ecoシフト 割引特約

ecoシフト 割引額

1kW h 

1kW h 

31.98

割引対象電力量1kW hにつき 5.00
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●新規加入停止メ ニューについて

・  エルフ ナイ ト 8・ エルフ ナイ ト 10・ エルフ ナイ ト 10プラ ス，エルフ Vプラ ン・ エルフ Vあっ たかプラ ン・ エルフ Sプラ ン ，深夜電力Ａ

・ Ｂ・ Ｃ・ Ｄ ，ホワイ ト プラ ン電力Ⅰ・ Ⅱ・ Ⅲ・ Ⅳ，ホワイ ト プラ ン電力（ 24時間通電型）Ⅰ・ Ⅱについては，新規ご加入および割引プラ

ン変更の受付を終了し ており ます。

料金の区分 単位 料金単価

時間帯別電灯（ エルフ ナイト ８ ）

基本料金

6kVA以下の場合 1契約 1,573.00

6kVAをこえ10kVA まで 〃

〃

〃

2,255.00

電力量料金

10kVAをこえる1kVAにつき

夜間時間

90kWhをこえ230kWhまで

230kWhをこえる

最初の90kW hまで

1kVA 302.50

1kWh 35.24

40.46

41.63

〃 24.68

昼間
時間

・ 昼間時間 ：  7 ～23時　 　 夜間時間 ：  23 ～ 7時

料金の区分 単位 料金単価

季節別時間帯別電灯Ⅰ（ エルフ ナイト １０ ）

基本料金
10kVAまで 1契約 3,685.00

10kVAをこえる1kVAにつき

〃

368.50

電力量料金

割引プラン

夜間時間

エルフ Vプラン（ 200ボルト 電化契約）

電力量料金を5％（ 昼間）／5％（ 夜間）割引

［ 割引上限額6,000円／月］

エルフ Vあったかプラン（ 200ボルト 電化契約）

12～4月分の電力量料金※を10％（ 昼間）／10％（ 夜間）割引

［ 割引上限額15,000円／月］

エルフ Sプラン（ 電化給湯厨房契約）

電力量料金を1％割引［ 割引上限額2,000円／月］

その他季料金

夏季料金 1kWh 35.55

35.55

〃 26.63

昼間
時間

※毎年11月の検針日から 翌年の4月の検針日の前日までの電力量料金
・ 昼間時間 ：  8 ～ 22時　 　 夜間時間 ：  22 ～ 8時

・ 夏季 ：  7/1 ～ 9/30　 　 その他季 ：  10/1 ～ 6/30

1kVA

料金の区分 単位 料金単価

季節別時間帯別電灯Ⅱ（ エルフ ナイト １０ プラス）

基本料金

6kVA以下の場合 1契約 1,573.00

6kVAをこえ10kVAまで

〃

〃 2,255.00

10kVAをこえる1kVAにつき 1kVA 302.50

電力量料金

割引プラン

朝夕時間

エルフ Ｖ プラン（ 200ボルト 電化契約）

電力量料金を5％（ その他季昼間および朝夕）／

5％（ 夜間）割引［ 割引上限額6,000円／月］

エルフ Ｖ あったかプラン（ 200ボルト 電化契約）

12～4月分の電力量料金※を10％（ 昼間および朝夕）／

10％（ 夜間）割引［ 割引上限額15,000円／月］

エルフ Ｓ プラン（ 電化給湯厨房契約）

夏季昼間時間を除く 電力量料金を1％割引

［ 割引上限額2,000 円／月］

その他季料金

夏季料金 1kWh 42.01

42.01

〃 36.16

夜間時間 〃 26.63

昼間
時間

※毎年11月の検針日から 翌年の4月の検針日の前日までの電力量料金

・【 平　 日】 朝夕時間 ：  8～10時 ，17～22時　 　 昼間時間 ：  10～17時

　 　 　 　     夜間時間 ：  22～8時
・【 日祝日】朝夕時間 ：  8～22時　 　 夜間時間 ：  22～8時

　 　 　 　  なお，日祝日は，当社の定める低圧特別約款により ます。

・ 夏季 ：  7/1 ～ 9/30　 　 その他季 ：  10/1 ～ 6/30

深夜電力

料金の区分 単位 料金単価

Ａ 1契約 2,599.97

基本料金 1kW

1kW h

324.50
Ｂ

C

D

電力量料金

電力量料金

電力量料金

基本料金

基本料金

1kW h 24.68

1kW 346.50

26.63

291.50

24.081kW h

1kW

料金の区分 単位 料金単価

ホワイト プラ ン 電力

Ⅰ

1kW 1,358.50基本
料金 〃 544.50

電力量料金

最初の2月まで1月につき

2月をこえる1月につき

1kW h 25.64

Ⅱ

1kW 500.50基本
料金 〃 280.50

電力量料金

最初の2月まで1月につき

2月をこえる1月につき

1kW h 33.22

Ⅲ

1kW 2,128.50基本
料金 〃 665.50

電力量料金

最初の3月まで1月につき

3月をこえる1月につき

1kW h 26.39

Ⅳ

1kW 1,259.50基本
料金 〃 577.50

電力量料金

最初の3月まで1月につき

3月をこえる1月につき

1kW h 40.61

料金の区分 単位 料金単価

ホワイト プラ ン 電力（ 24時間通電型）

Ⅰ

1kW 1,358.50基本
料金 〃 544.50

電力量料金

最初の2月まで1月につき

2月をこえる1月につき

1kW h 25.87

Ⅱ

1kW 500.50基本
料金 〃 280.50

電力量料金

最初の2月まで1月につき

2月をこえる1月につき

1kW h 33.44

2026.4



ご契約に関する 重要事項B

１ ．ご契約の申込み（ 新規・ 変更・ 廃止）

（ 1）お客さ まが新たに電気の需給契約を希望さ れる場合または需給契

約の変更を希望さ れる場合は，あら かじ め低圧特別約款（ 基本契約

要綱）（ 以下「 要綱」と いいます。）およびお客さ まが適用を 受ける低

圧特別約款（ 料金表）（ 以下「 料金表」と いいます。）を 承認し ，かつ，

富山県，石川県，福井県（ 一部を 除き ます。），岐阜県の一部を 供給区

域と する一般送配電事業者および配電事業者（ 以下「 当該一般送配

電事業者等」と いいます。）が定める託送供給等約款およびその他

の供給条件（ 以下「 託送供給等約款等」と いいます。）における需要

者に関する事項を 遵守するこ と を 承諾のう え，当社所定の様式に

より 申込みを し ていただき ます。ただし ，軽易な内容のも のは，口

頭，電話等により 申込みを受け付けるこ と があり ます。

（ 2）需給契約を 変更する場合，当社は，需給契約の変更前は，需給契約

の変更内容を ，変更後は，需給契約の変更内容，供給地点特定番号

なら びに当社の名称およ び所在地等を ，お客さ まにお知ら せいた

し ます。こ の場合，契約締結前交付書面および契約締結後交付書面

の交付（ 以下「 書面の交付」と いいます。）に代えて，電子メ ールの送

信または電気通信回線を 通じ てお客さ ま の閲覧に供する 方法等

（ 以下「 電磁的方法」と いいます。）により お客さ まにお知ら せする

こ と があり ます。なお，変更と なら ない事項については，お知ら せ

を省略いたし ます。

（ 3）お客さ まが電気の使用を 廃止し よう と さ れる 場合は，あら かじ め

その廃止期日を定めて当社に通知し ていただき ます。

２ ．ご契約の成立および契約期間

（ 1）需給契約は，申込みを 当社が承諾し た時に成立いたし ま す。ただ

し ，当社と 当該一般送配電事業者等と の接続供給契約が整わない

等の事情による やむをえない理由によ っ て，電気を 供給でき ない

こ と が明ら かになっ た場合には，当社は，需給契約の成立の日にさ

かのぼっ て需給契約を解約するこ と があり ます。こ の場合には，そ

の理由をお知ら せいたし ます。

（ 2）契約期間は，需給契約が成立し た日から ，料金適用開始の日が属す

る年度（ 4月1日から 翌年の3月31日までの期間）の末日までと いた

し ます。

（ 3）契約期間満了に先立っ て，お客さ ままたは当社のいずれから も 需

給契約の変更や廃止の申出がない場合は，需給契約は，契約期間満

了後も 1年ごと に同一条件で継続さ れるも のと いたし ます。こ の場

合，当社は，契約期間満了前は，新たな契約期間を ，需給契約の継続

後は，新たな契約期間，供給地点特定番号なら びに当社の名称およ

び所在地等を ，お客さ まにお知ら せいたし ます。こ の場合，契約締

結前交付書面を 交付する こ と なく ，当社のホームページに掲示す

る方法等により お客さ まにお知ら せするこ と があり ます。また，契

約締結後交付書面の交付に代えて，電磁的方法によ り お客さ まに

お知ら せするこ と があり ます。なお，変更と なら ない事項について

は，お知ら せを省略いたし ます。

（ 4）お客さ まの需要場所が，電気事業法第20条の2第1項に定める指定

区域と し て指定さ れる場合の契約期間の終期は，(2)および(3)にか

かわら ず，当該指定区域に対し 電気事業法第2条第1項第8号ロに定

める離島等供給が開始さ れる日の前日と いたし ます。

３ ．供給の開始

（ 1）当社は，お客さ まの需給契約の申込みを 承諾し たと き には，お客さ

まと 協議のう え需給開始日を 定め，供給準備その他必要な手続き

を経たのち，すみやかに電気を供給いたし ます。

（ 2）天候，用地交渉，停電交渉等の事情によるやむを えない理由によっ

て，あら かじ め定めた需給開始日に電気を 供給でき ないこ と が明

ら かになっ た場合には，当社は，その理由を お知ら せし ，改めてお

客さ まと 協議のう え，需給開始日を定めて電気を供給いたし ます。

４ ．当社から の申出による契約の解約等

（ 1）当社は，要綱の定めにも と づき ，お客さ ま の需給契約を 解約する

こ と があり ます。なお，こ の場合には，当社は，解約の15日前までに

お知ら せいたし ます。

（ 2）お客さ まが，当社に上記1（ 3）の通知を さ れずに，その需要場所から

移転さ れ，電気を 使用さ れていないこ と が明ら かな場合は，当該一

般送配電事業者等が需給を終了さ せるための処置を行なっ た日に

需給契約は消滅するも のと いたし ます。

ご契約のお申込み等について

７ ．検針日およ び使用電力量の計量 

（ 1）検針は，お客さ まごと に当社があら かじ めお知ら せし た日に，当該

一般送配電事業者等が各月ごと に行ないます。ただし ，やむを えな

い事情のある 場合は，あら かじ めお知ら せし た日以外の日に検針

を行なう こ と があり ます。

（ 2）使用電力量の計量は，電力量計の読みによるも のと し ，料金の算定

期間における 使用電力量は，検針日の電力量計の読みと 前月の検

針日の電力量計の読みの差引き により 算定いたし ます。なお，計量

器の故障等により 使用電力量を 正し く 計量でき なかっ た場合は，

お客さ まと 当社と の協議により 定めます。

（ 3） （ 2）にかかわら ず，記録型計量器によ り 使用電力量を 30分単位で

計量する場合があり ます。こ の場合，料金の算定期間における使用

電力量は，30分ごと の使用電力量を 料金の算定期間（ ただし ，需給

契約が消滅し た場合で，特別の事情があると き は，直前の検針日か

ら 消滅日までの期間と いたし ます。）において合計し た値と いたし

ます。

８ ．料金の算定期間

　   料金の算定期間は，前月の検針日から 当月の検針日の前日までの

期間と し ，料金は，当該期間を「 1月」と し て算定いたし ます。ただ

し ，電気の供給を 開始し た場合は開始日から 直後の検針日の前日

まで，需給契約が消滅し た場合は直前の検針日から 消滅日の前日

までの期間と いたし ます。また，需給契約に変更があっ た場合の料

金は日割計算をいたし ます。

９ ．料金の支払義務，支払期日およ び延滞利息

（ 1）お客さ まの料金の支払義務は，検針日に発生いたし ます。また，料

金の支払期日は，支払義務発生日の翌日から 起算し て30日目と し ，

支払期日までに支払っ ていただき ます。

（ 2）お客さ まが，料金を 支払期日経過後に支払われた場合は，支払期日

の翌日から 支払日までの期間の日数に応じ て年10％（ 1日あたり 約

0.03％）の延滞利息を 申し 受けます。ただし ，料金を 支払期日の翌

日から 起算し て10日以内に支払われた場合は延滞利息を 申し 受け

ません。

10．料金その他のお支払方法

　   料金については毎月，当社が指定し た金融機関等を 通じ て「 口座振

替支払」「 ク レ ジッ ト カ ード 支払」「 振込用紙支払」により お支払い

いただき ます。工事費負担金等相当額その他についてはそのつど，

当社が指定し た金融機関等を通じ て，お支払いいただき ます。

料金の算定およ びご請求について

11．各種手数料

　   次の場合，電気料金と あわせて，手数料を申し 受けます。

　   （ 1）毎月の電気料金を 口座振替またはク レ ジッ ト カ ード でお支払

いのお客さ まで，電気のご使用量等について，書面によるお知

ら せを ご希望さ れる場合，発行手数料（ 110円［ 税込］／通）をご

負担いただき ます。

　   （ 2）振込用紙でのお支払いをご希望さ れる場合，発行手数料（ 220円

［ 税込］／通）をご負担いただきます。

その他費用のご 負担について

５ ．供給電圧および周波数

　   供給電圧は標準電圧100Vまたは200V，周波数は標準周波数60Hz

と いたし ます。

６ ．契約電流・ 契約容量・ 契約電力

　   お客さ ま が適用を 受ける 料金表に定める 算定方法によ り 得た値

と いたし ます。

供給電圧，周波数およ び契約電力について
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12．工事費等の負担金

（ 1）当社は，当該一般送配電事業者等から ，託送供給等約款等にも と づ

き ，お客さ まへの電気の供給にと も なう 工事等に係る工事費負担

金，費用の実費または実費相当額等の請求を 受けた場合は，請求を

受けた金額に相当する金額を 工事費負担金等相当額と し て，原則

と し て，工事着手前にお客さ まから 申し 受けます。

（ 2）お客さ まの都合によっ て需給開始に至ら ないで申込みを 取消し ま

たは変更さ れる場合で，当社が当該一般送配電事業者等から ，託送

供給等約款等にも と づき ，費用の実費または実費相当額等の請求

を受けたと き は，当社は，その金額をお客さ まから 申し 受けます。

13．ご契約の廃止・ 変更にと も なう 料金等の精算

　   お客さ まが，契約電流，契約容量または契約電力を新たに設定し ，ま

たは増加さ れた日以降1年に満たないで電気の使用を廃止し よう と

し ，または契約電流，契約容量も し く は契約電力を減少し よう と さ

れる場合には，当社は，需給契約の消滅または変更の日に，料金等を

お客さ まに精算し ていただく 場合があり ます。ただし ，当該一般送

配電事業者等が将来の需要等を考慮し て供給設備を常置する場合，

または非常変災等やむをえない理由による場合を除きます。

14．期中解約金（ 使っ ておと く ラ イ ト にご加入の方のみ対象）

（ 1）お客さ まが契約期間満了に先立っ て需給契約を廃止し よう と さ れ

る場合は，当社は，期中解約金（ 1,000円／1契約）を 申し 受けます。

ただし ，移転により 需給契約が廃止と なる場合等は，こ の限り では

あり ません。

（ 2）契約期間満了の日の前々月の応当日（ 契約期間満了の日に対応す

る日をいいます。）の翌日以降にお客さ まが需給契約を廃止さ れる

場合は，（ 1）にかかわら ず，当社は，期中解約金を申し 受けません。

15．電気の使用にと も なう お客さ まのご協力

　   お客さ まの電気の使用が，他の電気の使用者の電気の使用を 妨害

し ，も し く は妨害するおそれがある場合，または当該一般送配電事

業者等も し く は他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし ，も し

く は支障を及ぼすおそれがある場合には，お客さ まの負担で，必要

な調整装置または保護装置を 需要場所に施設し ていただく と と も

に，当該一般送配電事業者等がと く に必要と 認めた場合には，お客さ

まの負担で，当該一般送配電事業者等が供給設備を変更し ，または専

用供給設備を施設し て，こ れにより 電気を使用し ていただきます。

16．需要場所への立入り による業務の実施

　   当社または当該一般送配電事業者等（ 当社または当該一般送配電

事業者等が委託し た業者を 含みます。）は，次の業務を 実施するた

め，お客さ まの承諾を 得て，お客さ まの土地または建物に立ち入ら

せていただく こ と があり ます。こ の場合には，正当な理由がない限

り ，立ち 入る こ と および業務を 実施するこ と を 承諾し ていただき

ます。

　   （ 1）需給地点に至る までの当該一般送配電事業者等の供給設備ま

たは計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工

作物の設計，施工，改修または検査

　   （ 2）要綱にも と づき必要なお客さ まの電気工作物の検査等の業務

　   （ 3）不正な電気の使用を 防止する ために必要なお客さ まの電気機

器の試験，契約負荷設備，契約主開閉器も し く はその他電気工

作物の確認も し く は検査または電気の使用用途の確認 

　   （ 4）計量器の検針または計量値の確認

　   （ 5）要綱の定めによる電気の供給の停止，需給契約の廃止または解

約等により 必要な処置

　   （ 6）その他要綱およ び料金表によ り ，需給契約の成立，変更も し く

は終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者等の電気

工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

17．調査に対するお客さ まの協力

（ 1）お客さ まが電気工作物の変更の工事を行なっ た場合には，その工事

が完成し たと き，すみやかにその旨を当該一般送配電事業者等また

は経済産業大臣の登録を受けた調査機関に通知し ていただきます。

お客さ ま のご 協力

19．違約金および設備の賠償

（ 1）お客さ まが料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社

は，その免れた金額の3倍に相当する金額を ，違約金と し て申し 受

けます。免れた金額は，要綱および料金表にも と づいて算定さ れた

金額と 不正な使用方法にも と づいて算定さ れた金額と の差額と い

たし ます。なお，不正に使用し た期間が確認でき ない場合は，6月以

内で当社が決定し た期間と いたし ます。

（ 2）お客さ まが故意または過失によっ て，その需要場所内の当社また

は当該一般送配電事業者等の電気工作物，電気機器その他の設備

を損傷し ，または亡失し た場合は，その賠償に要する金額をお客さ ま

に支払っ ていただき ます。

20．損害賠償および債務の履行の免責

　   当社の責めと なら ない理由によ る も のである と き には，当社は，

お客さ まの受けた損害について賠償の責めおよび需給契約に係る

債務の履行の責めを負いません。

21．信用情報の共有

　   お客さ ま が，要綱およ び料金表によ っ て 支払いを 要する こ と と

なっ た料金その他の債務について，当社の定める期日を 経過し て

なお支払われない場合等には，当社は，お客さ まの氏名，住所，支払

状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知するこ と があり ます。

22．その他

（ 1）上記に記載のない事項については，要綱または料金表により ます。

（ 2）当社は，民法第548条の4の規定にも と づき ，要綱および料金表を変

更するこ と があり ます。こ の場合には，ご契約期間満了前でも ，ご

契約条件は，変更後の要綱および料金表により ます。

（ 3）こ の要綱および料金表を 変更する場合は，当社は，変更前は，要綱

および料金表の変更内容を ，変更後は，要綱および料金表の変更内

容，供給地点特定番号なら びに当社の名称および所在地等を，お客

さ まにお知ら せいたし ます。こ の場合，書面の交付に代えて電磁的

方法により お客さ まにお知ら せするこ と があり ます。なお，変更と

なら ない事項については，お知ら せを省略いたし ます。

その他

小売電気事業者登録番号A0271

h ttp s://w w w .rikuden .co .jp

富山市牛島町15番１ 号

（ 2）託送供給等約款等にも と づき ，当該一般送配電事業者等が調査を

行なう にあたり ，必要があると き は，お客さ まの承諾を えて電気工

作物の配線図を提示し ていただき ます。

18．保安に対するお客さ まの協力

（ 1）託送供給等約款等にも と づき ，次の場合には，お客さ まから すみや

かにその旨を 当該一般送配電事業者等に通知し ていただき ます。

こ の場合には，当該一般送配電事業者等は，ただちに適当な処置を

いたし ます。

　   イ  お客さ まが，引込線，計量器等その需要場所内の当該一般送配電

事業者等の電気工作物に異状も し く は故障があり ，または異状

も し く は故障が生ずるおそれがあると 認めた場合

　   ロ お客さ まが，お客さ まの電気工作物に異状もし く は故障があり ，また

は異状も し く は故障が生ずるおそれがあり ，それが当該一般送配

電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると 認めた場合

（ 2）お客さ まが，当該一般送配電事業者等の供給設備を 使用し ないこ

と が明ら かな場合で，当該一般送配電事業者等が保安上必要と 認

めると き は，その期間について，当該一般送配電事業者等は，（ 1）に

準じ て，適当な処置をいたし ます。

（ 3）お客さ まが当該一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼ

すよう な物件（ 発電設備等を 含みます。）の設置，変更または修繕工

事を さ れる 場合は，あら かじ めその内容を 当該一般送配電事業者

等に通知し ていただき ます。また，物件の設置，変更または修繕工

事を さ れた後，その物件が当該一般送配電事業者等の供給設備に

直接影響を 及ぼすこ と と なっ た場合には，すみやかにその内容を

当該一般送配電事業者等に通知し ていただきます。こ れら の場合に

おいて，保安上と く に必要があると き には，当該一般送配電事業者

等は，お客さ まにその内容の変更をし ていただく こ と があり ます。

●申込み・ その他のお問い合わせ　         0120-776453 （ 月～金／9時～17時 祝日・ 年末年始を除く ）

●「 ほく リ ンク 」に関するお問い合わせ　 0120-896950 （ 月～金／9時～18時 祝日・ 年末年始を除く ）

●停電・ 電気の設備（ 電柱・ 電線など）に関するお問い合わせ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　北陸電力送配電　 0120-837119 （ 月～金／9時～17時 祝日・ 年末年始を除く ）
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